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足 立 区 戦 没 者 追 悼 式

国
際
劇
場
に
入
る
と
、
正
面
に

黒
い
ま
く
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、

白
い
木
の
柱
を
か
こ
ん
で
、
き
れ

い
な
は
な
わ
が
、
た
く
さ
ん
な
ら

ん
で
い
た
。
な
ん
だ
か
、
し
ゆ
ん

と
し
た
気
持
が
し
た
。
音
楽
隊
の

吹
く
静
か
な
曲
が
一
そ
う
ぼ
く
を

哀
し
く
し
た
。
横
に
座
つ
て
い
る

お
母
さ
ん
を
見
る
と
、
ハ
ン
カ
チ

を
目
に
当
て
て
な
い
て
い
た
。
で

も
戦
争
が
お
わ
つ
て
か
ら
、
お
父

う
さ
ん
の
戦
死
の
公
報
が
き
た
と

き
と
、
ぼ
く
が
と
も
だ
ち
と
海
に

行
き
た
い
と
い
つ
て
、
だ
ゞ
を
こ

ね
た
と
き
に
泣
い
た
お
母
さ
ん
は

と
つ
て
も
悲
し
そ
う
だ
つ
た
け

ど
、
今
日
の
お
母
さ
ん
の
泣
い
て

い
る
顔
に
は
、
そ
の
時
と
は
な
ん

だ
か
違
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
よ

う
な
気
が
し
た
。

ぼ
く
の
お
父
う
さ
ん
は
、
日
本

の
平
和
を
作
る
た
め
に
た
い
へ
ん

な
苦
し
み
や
辛
さ
を
が
ま
ん
し
な

が
ら
が
ん
ば
つ
て
と
う
と
う
死
ん

で
了
ま
つ
た
の
だ
か
ら
、
あ
な
た

は
日
本
の
平
和
を
守
る
立
派
な
人

に
な
ら
な
け
れ
ば
だ
め
で
す
よ
と

お
母
さ
ん
に
言
わ
れ
た
と
お
り
、

ぼ
く
は
う
ん
と
勉
強
し
て
え
ら
い

人
に
な
ろ
う
と
思
つ
た
。
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霊
よ
冥
せ
ら
れ
よ

全
区
民
の
敬
虔
な
祈
り

足
立
区
戦
没
者
追
悼
式

晴
れ
て
国
際
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と
の
で
き
た
我
が
国
の
平
和
の
礎
と

な
つ
て
散
つ
た
、
区
内
戦
没
者
四
千
柱
の
冥
福
を
祈
る
足
立
区
戦
没
者

追
悼
式
が
、
七
月
二
十
九
日
午
前
九
時
か
ら
浅
草
国
際
劇
場
で
四
千
五

百
名
の
遺
族
、
都
知
事
、
以
下
都
区
関
係
者
多
数
が
参
列
、
厳
粛
に
挙

行
さ
れ
た
。

定
刻
九
時
、
消
防
庁
音
楽
隊
が
奏

す
る
〝
平
和
の
光
〟
と
と
も
に
下

ろ
さ
れ
た
緞
帳
が
静
か
に
上
り
、

足
立
区
戦
没
者
追
悼
之
標
を
中
心

に
都
知
事
及
び
各
方
面
か
ら
贈
ら

れ
た
花
輪
に
か
ざ
ら
れ
た
祭
壇
が

薄
暗
が
り
の

中
に
浮
き
出

し
、
場
内
に

厳
粛
荘
重
な

空
気
を
醸
す

中
、
斎
藤
助

役
開
式
を
宣

す
れ
ば
、
水

の
よ
う
な
静

粛
が
流
れ
て

た
ま
り
か
ね

た
老
母
の
白

い
ハ
ン
カ
チ

が
わ
ず
か
に

動
く
。

「
厳
寒
酷

暑
の
異
郷
の

戦
野
に
戦
火

渦
巻
く
国
土

防
衛
に
…
」

区
長
の
式
辞

朗
読
が
遺
族

の
新
ら
た
な
感
概
を
呼
び
起
す
。

や
が
て
君
が
代
が
奏
さ
れ
全
員
起

立
、
敬
け
ん
な
黙
と
う
を
捧
げ

た
。
次
い
で
、
区
議
会
議
長
、
来

賓
代
表
都
知
事
、
都
議
会
議
長
、
区

内
選
出
の
代
議
士
、
遺
族
代
表
の

追
悼
の
辞
が
お
わ
り
、
湧
き
起
る
〝

ぼ
だ
い
樹
〟
の
吹
奏
楽
に
い
や

ま
す
厳
粛
な
場
内
を
、
区
長
以
下

次
ぎ
次
ぎ
に
祭
壇
に
進
ん
で
花
を

捧
げ
、
〝
霊
よ
永
久
に
安
ら
か
な

れ
〟
と
花
輪
に
埋
れ
た
追
悼
の
標

に
瞳
を
こ
ら
す
父
母
妻
子
の
祈
り

が
続
け
ら
れ
た
。
か
く
て
九
時
五

十
分
、
収
入
役
の
閉
式
の
辞
が
あ

つ
て
追
悼
式
を
終
り
第
二
部
の
遺

族
激
励
大
会
に
移
つ
た
。

各
家
庭

、
職
場
で
も

黙

と

う

追
悼
式
の
行
わ
れ
た
二
十
九
日
午

前
九
時
十
分
、区
内
の
会
社
工
場

及
び
各
家
庭
で
も
「
き
ぼ
う
号
」

の
指
導
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
戦

没
者
の
冥
福
を
祈
る
黙
と
う
を
行

つ
た
。

式

辞

本
日
玆
に
足
立
区
内
全
戦
没

者

の

御
遺

族

を
お

招
き

申

上

げ

、
来
賓

各

位
の
御

臨

席

の

も
と

に
、

本
区

戦

没
者

追

悼

式

を

挙
行

し

得

ま

す

こ

と

は
、
洵

に
感

慨
深

い
も
の

が

あ
り
ま

す

。

惟
う
に
戦
没
者
の
皆
様
方

は
厳
寒
酷
暑
の
異
郷
の
戦
野

に
或
は
戦
火
渦
巻
く
国
土
防

衛
に
、
幾
多
困
苦
と
欠
乏
に

耐
え
力
戦
敢
斗
唯
々
国
を
愛

す
る
一
念
に
燃
え
て
祖
国
の

尊
い
犠
牲
と
な
ら
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

愛
す
る
妻
子
と
別
れ
親
兄

弟
を
残
し
て
逝
か
れ
た
御
心

情
は
、
察
し
て
も
余
り
あ
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。

又
御
遺
族
の
皆
様
方
は
肉

身
を
失
い
深
い
悲
し
み
の
中

に
も
、
戦
没
者
の
尊
い
心
を

体
し
、
長
い
間
黙
々
と
生
活

と
斗
い
苦
し
み
に
耐
え

、
生

き
抜
い
て
来
ら
れ
た
胸
中
に

思
を
至
し
ま
す
と
き
、
衷
心

よ
り
御
同
情
と
敬
意
を
表
す

る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

今
や
日
本
は
独
立
国
家
と

し
て
国
際
社
会
に
復
帰
し
た

の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
喜

び
を
戦
没
者
と
倶
に
分
か
つ

こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
こ
と

は
、
私
の
最
も
遺
憾
に
堪
え

な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

皆
様
方
が
尊
い
命
を
か
け

て
築
か
れ
た
礎
石
の
上
に
、

真
に
幸
福
な
日
本
を
建
設

、
し
再
び
悲
惨
な
戦
争
の
絶

滅
を
期
し
皆
様
の
諸
霊
の
加

護
の
下
一
路
祖
国
日
本
の
復

興
に
邁
進
致
し
た
い
と
存
じ

ま
す
。

我
が
国
は
占
領
下
に
あ
る

こ
と
六
年
有
余
、
今
玆
に
区

を
あ
げ
て
諸
霊
の
安
ら
か
な

御
冥
福
を
お
祈
り
申
上
げ
謹

し
ん
で
衷
悼
の
誠
を
捧
げ
式

辞
と
致
し
ま
す
。

昭
和
二
十
七
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
足
立
区
長
　
大
山
雅
二
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お
済
み
で
す
か
?

遺
族
年
金
・
弔
慰
金
の
請
求
手
続

四
月
一
日
か
ら
公
布
さ
れ
た
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ

る
遺
族
年
金
、
弔
慰
金
の
請
求
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
六
月
末
か
ら

民
生
課
で
受
付
け
て
お
り
ま
す

が
、
ま
だ
請
求
書
を
提
出
さ
れ
て

い
な
い
遺
族
の
方
は
別
項
に
よ
り

あ
る
べ
く
早
く
手
続
を
と
つ
て
下

さ
い
。

一
、
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
ら

れ
る
者

1.
軍
人
、軍
属
で
公
務
の
た
め
負

傷
し
、又
は
疾
病
に
か
か
つ
て

こ
れ
が
も
と
で
死
亡
さ
れ
た
者

の
(
遺
族
軍
属
に
つ
い
て
は
昭

和
十
六
年
十
二
月
八
日
か
ら
同

二
十
年
九
月
二
日
ま
で
に
か
か

つ
た
負
傷
、疾
病
又
は
戦
時
災

害
に
限
る
)

2
障
害
年
金
を
受
け
て
い
た
者
が

負
傷
や
疾
病
以
外
の
原
因
で
死

亡
し
た
と
き
そ
の
遺
族

二

、
遺
族
の
要
件

遺
族
年
金
を
受
け
ら
れ
る
遺
族

は
1
.
配
偶
者
(
内
緑
で
も
可
)…
死

亡
者
が
夫
の
場
合
は
無
条
件
で

そ
の
妻
、
反
対
の
と
き

の
夫
は

不
具
廃
疾
で
生
活
資
料
を
得
ら

れ
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

2
.子
…
…

十
八
才
未
満
で
配

偶
者

の
な
い
こ
と
、
十
八
才
以
上
の

と
き
は
不
具
廃
疾
で
生
活
資
料

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

3
.
父
母
……
六
十
才
以
上
で
あ
る

こ
と
、
六
十
才
未
満
の
場
合
は

不
具
廃
疾
又
は
配
偶
者
が
な
く

そ
の
者
を
扶
養
す
る
こ
と
が
で

き
る
直
系
血
族
が
な
い
こ
と
。

4
.孫
…
…
十
八
才
未
満
で
配
偶
者

が
な
く
そ
の
者
を
扶
養
す
る
こ

と
が
で
き
る
直
系
血
族
が
な
い

こ
と
又
十
八
才
以
上
で
あ
る
と

き
は
前
項
に
加
え
不
具
廃
疾
で

生
活
資
料
を
得
ら
れ
な
い
者

5
.
祖
父
母
…
…
六
十
才
以
上
で
あ

つ
て
そ
の
者
を
扶
養
す
る
こ
と

が
で
き
る
真
系
血
族
が
な
い
こ

と
、六
十
才
未
満
の
と
き
は
、

父
母
に
準
ず
る
(
但
し
配
偶
者

の
有
無
は
問
わ
な
い
)

三
、
遺
族
年
金
の
支
給
額

配
偶
者
―
一
万
円

子
、
父
母
、
孫

祖
父
母
　
　
　

一
人
に
つ
き

五
千
円

(
一
の
2
の
遺
族
は
右
の
額
の

六
割
)

○
弔
慰
金
を
受
け
る
遣
族

一
、
昭
和
十
六

年
十
二
月
八

日
か
ら
公
務

の
た
め
負
傷

し
又
は
疾
病

に
か
か
つ
て

死
亡
し
た
軍

人
軍
属
の
死

亡
の
当
時
に

お
け
る
配
偶

者
、
子
、
父

母

、
孫
、
祖

父
母

、
兄
弟

姉
妹
で
死
亡

者
の
死
亡
当

時
日
本
に
国

籍
の
有
つ
た

者
。

二
、
弔
慰
金
を
受

け
ら
れ
る
遺
族

の
順
位
は

(
1
)
配
偶
者
―
配
偶

者
の
死
亡
後
遺

族
以
外
の
者
と

再
婚
し
た
者
は

除
く
。
(
な
お

こ
の
場
合
特
例

が
あ
り
ま
す
か

ら
民
生
課
に
問

い
合
せ
下
さ

い
)

(
2
)
子
―
実
子
、
養

子
の
別
を
問
わ

ず
。
本
年
四
月

一
日
現
在
で
遺
族
で
な
い
も
の
の

養
子
と
な
つ
た
者
は
の
ぞ
か
れ

る
。

(
3
)
父
母
―
死
亡
者
の
死
亡
当
時
、

死
亡
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持

し
又
は
死
亡
者
と
生
計
を
と
も

に
し
て
い
た
養
父
母
を
第
一
順

位
と
し
以
下
第
四
順
位
ま
で

(
4
)
孫
―
子
に
準
ず
る
。

(
5
)
祖
父
母
―
父
母
に
準
ず
る
。

(
6
)
兄
弟
姉
妹
―
四
月
一
日
現
在
、

遺
族
で
な
い
者
の
養
子
と
な
つ

た
者
は
除
く
。

(
7
)
―
(
2
)
順
位
か
ら
除
か
れ
た
子

(
8
)
―
(
4
)
順
位
か
ら
除
か
れ
た
孫

(
9
)
―
(
6
)
順
位
か
ら
除
か
れ
た
兄
弟

姉
妹

(
1
0
)
―
(
1
)
順
位
か
ら
除
か
れ
た
配
偶

者
三
、
弔
慰
金
の
支
給
額

弔
慰
金
は
死
亡
し
た
者
一
人
に

つ
き
五
万
円
の
記
名
国
債
が
支

給
さ
れ
る
。

○
障
害
年
金

軍
人
軍
属
で
公
務
上
負
傷
し
、

又
は
疾
病
に
か
か
つ
て
こ
れ
が

た
め
恩
給
法
に
定
め
ら
れ
た
第

六
項
症
以
上
の
不
具
廃
失
に
あ

る
と
き
は
そ
の
程
度
に
応
じ
て

支
給
さ
れ
る
。

◎
…
…
…
…
…
…
…
…
…
……

以
上
が
戦
傷
病
者
戦
没
者
遣
族
等

援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
そ
の
他

に
つ
い
て
の
大
体
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ら
の
請
求
書
や
関
係
用

紙
は
民
生
課
に
備
え
つ
け
て
あ
り

ま
す
か
ら
死
亡
者
の
死
亡
当
時
に

お
け
る
死
亡
者
と
請
求
者
と
の
身

分
関
係
の
判
る
戸
籍
謄
本
又
は
除

籍
謄
本
を
添
え
て
提
出
し
て
下
さ

い
。な

お
、
同
じ
一
家
の
戦
没
者
で

も
陸
軍
海
軍
で
は
請
求
書
が
別
々

に
な
り
ま
す
か
ら
戸
籍
、
除
籍
謄

本
は
二
通
必
要
で
す
。

そ
の
他
詳
し
い
こ
と
は
民
生
課

に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

五
反
野
小
学
校
新
設

開
校
は
九
月
一
日

九
月
一
日
か
ら
五
反
野
南
町
一
、

四
三
九
番
地
に
五
反
野
小
学
校
が

開
設
さ
れ
た
。

こ
れ
は
今
ま
で
、
五
反
野
南
町

附
近
の
児
童
は
近
所
に
学
校
が
な

い
た
め
、
弘
道
、
千
寿
第
五
小
学

校
に
通
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
た
め
通
学
の
往
復
は
も
と
よ

り
、
学
校
側
と
し
て
も
、
必
然
的

に
二

部
授
業
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

状
態
に
あ
り
、
児
童
、
父
兄

、
学

校
と
も
そ
れ
ぞ
れ
不
便
を
か
こ
つ

て
い
た
も
の
で
、
こ
れ
の
解
決
策

と
し
て
昭
和
二
十
六
年
度
六
三
制

整
備
費
に
よ
つ
て
建
て
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
新
校
舎
は
敷
地
二
、

○
四
二
坪
建
坪
四
五
八
坪
で
一
八

学
級
九
三
九
名
の
生
徒
を
収
容
す

る
。
な
お
学
校
長
に
は
岡
田
源
治

氏
が
就
任
決
定
、
区
で
も
通
学
区

域
の
父
兄
、
児
童
の
喜
こ
び
に
こ

た
え
る
た
め
九
月
一
日
か
ら
の
開

校
に
備
え
諸
般
の
準
備
を
す
す
め

て
い
る
。
(
写
真
左
)

梅
田
排
水
場

完
成
近
ず
く

二
十
四
年
の
キ
テ
ト
台
風
で
大
き

な
被
害
を
受
け
た
堤
北
地
区
を
「

水
害
か
ら
守
る
」
た
め
に
都
が
工

費
四
千
万
円
で
昨
年
は
じ
め
か
ら

着
工
し
た
梅
田
町
三
の
梅
田
排
水

場
が
今
月
中
旬
完
成
す
る
こ
と
に

な
り
、地
元
民
を
ほ
つ
と
さ
せ

た
。排
水
場
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
り
建
坪
六
十
坪
高
さ
七
、五

米
、中
二
階
に
十
五
坪
の
配
電
室

が
あ
り
、二
百
馬
力
直
経
一
米
の

排
水
ポ
ン
プ
一
基
(
排
水
能
力
―

一
分
間
百
卅
五
立
方
米
―
七
百
四

十
二
石
―
)
の
据
付
け
も
終
り
梅

田
、本
木
町
以
北
埼
玉
県
境
ま
で

の
七
百
七
十
町
歩
を
水
禍
か
ら
救

う
。　
(
写
真
上
)
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夏
休
み
の
生
活
指
導
に
も

学
校
図
書
舘
の
成
果
挙
る

区
内
の
各
小
中
学
校
に
学
校
図
書

館
を
設
け
、
学
童
の
知
識
の
育
成

と
学
習
の
参
考
に
役
立
せ
よ
う

と
、
区
が
本
年
度
か
ら
中
学
校
二

か
年
、
小
学
校
四
か
年
の
計
画
で

実
施
す
る
こ
と
に
な
つ
た
、
学
校

の
図
書
及
び
図
書
室
の
整
備
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
本
年
度
分
と
し
て

中
学
校
は
第
四
、
第
七
、
第
八
、

第
十
、
第
十
一
、
第
十
二
、
第
十

四
第
十
五
、
小
学
校
は
千
四
、
千

八
、西
新
井
、
梅
一
、
舎
人
、花

畑
、
弘
道
、
淵
江
の
各
校
に
設
置

す
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
こ
れ
に

さ
き
だ
ち
、
い
ま
モ
デ
ル
・
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
と
い
わ
れ
時
間
と
規
律

か
ら
解
放
さ
れ
て
放
従
に
流
れ
易

い
夏
休
み
中
の
生
徒
の
指
導
訓
育

に
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
区

立
十
中
の
学
校
図
書
舘
を
訪
ね
て

み
た
。

こ
の
図
書
館
は
本
年
の
四
月
で

開
校
五
周
年
を
迎
え
た
同
校
の
た

め
に
、
P
T
A
が
そ
の
記
念
事
業

の
一
つ
と
し
て
、
二
階
の
一
隅
に

特
別
設
計
で
つ
く
つ
た
も
の
で
、

図
書
室
に
一
歩
入
つ
た
途
端
、
そ

の
明
る
さ
に
驚
く
。
夏
休
み
中
は

一
週
に
一
度
の
割
で
、
各
学
級
ご

と
に
閲
覧
時
間
が
わ
け
ら
れ
て
お

り
、
一
ク
ラ
ス
か
ら
男
女
一
名
ず

つ
の
図
書
委
員
が
で
て
、
図
書
館

専
任
の
教
官
の
指
導
に
よ
つ
て
、

図
書
の
整
備
に
当
つ
て
い
る
が
、

学
校
が
は
じ
ま
れ
ば
当
然
毎
日
開

館
す
る
。
現
在
の
蔵
書
は
約
一
、

五
〇
〇
冊
程
度
で
あ
る
が
、区
の

予
算
が
配
分
さ
れ
れ
ば
、
更
に
書

架
を
と
り
つ
け
充
実
し
た
も
の
に

す
る
と
い
う
。

図
書
室
の
壁
に
は
生
徒
の
画
図

や
そ
の
他
の
作
品
が
ず
ら
り
と
か

け
ら
れ
「
画
の
観
賞
」
の
本
を
開

い
て
、
二
、
三
人
の
生
徒
が
批
判

し
合
つ
て
い
る
の
も
微
笑
ま
し

い
。
室
の
一
隅
に
事
務
室
が
あ
つ

て
、
図
書
委
員
が
図
書
の
貸
出
整

理
に
当
つ
て
お
り
、
知
ら
ず
知
ら

ず
の
中
に
能
率
的
な
事
務
処
理
の

実
地
訓
練
に
な
つ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
緑
蔭
巡
回
指

導
班
や
臨
海
学
園
を
開
い
て
夏
休

み
中
の
生
徒
の
健
全
な
育
成
に
努

め
て
い
る
区
と
し
て
も
、
学
校
と

し
て
も
、又
父
兄
に
と
つ
て
も
、

こ
の
十
中
の
図
書
館
の
成
果
か
ら

二
年
後
、
更
に
四
年
後
全
校
に
学

校
図
書
館
が
設
置
さ
れ
、
夏
休
み

の
指
導
方
針
も
、
図
書
館
を
中
心

と
し
て
計
画
で
き
る
よ
う
に
な
れ

ば
と
の
大
き
な
期
待
が
か
け
ら
れ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
写
真
上
)

警
察
予
備
隊
員
募
集

志
願
手
続
は
区
役
所
で

今
度
か
ら
警
察
予
備
隊
員
志
願
の

受
付
け
を
区
役
所
で
行
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
志
願
票
、
志
願
案

内
は
区
役
所
に
備
え
て
あ
り
ま
す

か
ら
志
願
者
は
左
記
事
項
に
よ
つ

て
志
願
手
続
を
と
つ
て
下
さ
い
。

(
一
)
志
願
資
格

○
年
令
　
昭
和
二
年
十
二
月
二
日

か
ら
昭
和
九
年
十
二
月
一
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
(
者
未
成

年
者
は
親
権
者
の
承
諾
書
を

必
要
と
し
ま
す
)

○
学
力
　
新
制
中
学
卒
業
程
度
以

上

○
採
用
　人
員

約
三
万
名

(
二
)
志
願
手
続

1.
志
願
者
は
区
役
所
に
志
願
票

を
三
部
(
本
籍
が
足
立
区
に

な
い
者
は
四
部
)
提
出
し
て

下
さ
い
。
な
お
こ
の
際
、
返

信
用
封
筒
(
十
円
切
手
貼
布
)

を
御
用
意
下
さ
い
。

2
.志
願
票
受
付
後
約
一
週
間
で

区
役
所
か
ら
志
願
者
に
受
験

票
が
交
付
さ
れ
ま
す
か
ら
試

験
当
日
試
験
場
に
持
参
し
て

下
さ
い
。

3
.
受
付
期
間
は
九
月
十
日
ま
で

で
す
。

(
三
)
試
験

1
.
試
験
は
警
察
予
備
隊
で
行
い

身
体
検
査
、
簡
単
な
筆
記
試

験
(
国
語
、
算
数
、
社
会
)

と
面
接
試
験
で
一
日
で
終
り

ま
す
。

2
.
試
験
の
日
時
、
場
所
は
受
験
票

で
指
示
し
ま
す
。

(
四
)
探
用
者
の
決
定

1.合
格
の
決
定
は
十
一
月
下
旬

に
行
い
直
ち
に
本
人
に
通
知

し
ま
す
。

2
.
入
隊
は
十
二
月
初
旬

3
.入
隊
者
は
出
身
地
近
く
の
部

隊
に
入
隊
す
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
。

(
五
)
そ
の
他

詳
し
い
こ
と
は
区
役
所
―
総

務
課
。
支
所
―
庶
務
課
に
そ

れ
ぞ
れ
お
問
い
合
わ
せ
て
下

さ
い
。

伊
藤
係
員
好
成
績

去
る
八
月
九
日
か
ら
呉
市
営
二
河

プ
ー
ル
で
開
か
れ
た
第
三
回
全
国

勤
労
者
水
上
大
会
に
都
庁
代
表
と

し
て
出
場
し
た
社
会
教
育
課
体
育

係
の
伊
藤
広
三
係
員
は
男
子
三
十

五
才
以
上
平
泳
百
、
二
百
米
に
三

位
、二
位
に
入
賞
し
て
都
庁
の
た

め
気
を
吐
い
た
。

六
十
万
の
人
出

足
立
の
花
火
大
会

暑
さ
に
う
だ
つ
た
人

々
に
一
夜
の
凉
を
楽

し
ま
せ
る
夏
の
夜
の

風
物
詩
「
足
立
の
花

火
大
会
」
が
八
月
九

日
、
荒
川
放
水
路
で

約
六
十
万
の
見
物
人

を
集
め
て
行
わ
れ

た
。
　
(
写
真
は
当
日

の
人
出
)

★
　
　
　
★

★
　
　
　

★


